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○飯能市山間地域振興支援事業補助金交付要綱

平成１８年５月１１日

告示第１６８号

改正 平成１９年３月２６日告示第７６号

平成２０年３月２６日告示第６７号

平成２１年４月２０日告示第１２７号

平成２２年６月２１日告示第１８５号

平成２３年５月３１日告示第１６６号

平成２８年３月３０日告示第１０３号

令和５年３月３１日告示第１１３号

(趣旨)

第１条 この要綱は、飯能市山間地域振興支援事業実施要綱(平成１８年告示第１６７号。

以下「実施要綱」という。)第４条に基づき、飯能市山間地域振興支援事業を行う者(以下

「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必

要な事項を定めるものとする。

２ 前項の補助金の交付に関しては、飯能市補助金等の交付手続等に関する規則(平成１８

年規則第２号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。

(平２３告示１６６・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額等)

第２条 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

事業区分 補助対象経費 補助金の額

いきいきと住み続け

たい地域づくり支援

事業

推進団体が実施するいきいきと住

み続けたい地域づくり支援事業に

要する経費

補助対象経費の全額とし、事業開

始初年度にあっては３０万円、翌

年度以降にあっては１５万円を限

度とする。魅力ある地域づくり

支援事業

推進団体が実施する魅力ある地域

づくり支援事業に要する経費

空き家の利活用に関

する事業

推進団体が実施する空き家の利活

用に関する事業に要する経費
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２ 補助金の交付は、１事業区分につき１回を限度とする。ただし、事業を実施した翌年度

以降において、引き続き補助金の交付を受けることが必要であると認められるときは、再

度の申請をすることができる。

(平２３告示１６６・全改、平２８告示１０３・一部改正)

(申請書の様式等)

第３条 規則第５条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(１) 事業計画書

(２) 事業収支予算書

(３) 会員名簿等

(４) 事業の内容が分かる図面等

(５) その他市長が必要と認める書類

(平２３告示１６６・一部改正)

(交付決定通知書等の様式)

第４条 規則第８条の通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。

(事業計画の変更等)

第５条 補助事業者は、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第７条第１

項第１号又は第３号の規定により、あらかじめ飯能市山間地域振興支援事業補助金変更

(中止)承認申請書(様式第３号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の規定により事業計画の変更又は中止の申請があったときは、その内容等

を審査し、その結果について飯能市山間地域振興支援事業補助金変更(中止)承認通知書

(様式第４号)により補助事業者に通知するものとする。

３ 市長は、前項の事業計画の変更又は中止の承認に当たり必要と認めるときは、条件を付

することができる。

(補助金の概算払)

第６条 市長は、事業の円滑な遂行のために必要があると認めるときは、補助金の概算払を

することができる。

(平１９告示７６・一部改正)

(状況報告)

第７条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況に関し、書面によ

り市長に報告しなければならない。
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(実績報告書の様式)

第８条 規則第１４条第１項の報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(１) 事業実績書

(２) 補助事業に要する経費等の算出内訳書

(３) 事業精算書

(４) その他市長が必要と認める書類

(平１９告示７６・一部改正)

(確定通知書の様式)

第９条 規則第１５条第１項の規定による通知は、様式第６号により行うものとする。

(平１９告示７６・一部改正)

(書類の整備等)

第１０条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入、支出等についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保存期間は、当該補助事業の完了の日の属する会計

年度の翌会計年度から起算して５年間とする。

(平１９告示７６・旧第１１条繰上)

(その他)

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平１９告示７６・旧第１２条繰上)

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成１９年告示第７６号)

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則(平成２０年告示第６７号)

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則(平成２１年告示第１２７号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成２２年告示第１８５号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成２３年告示第１６６号)
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この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成２８年告示第１０３号)

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則(令和５年告示第１１３号)

この告示は、令和５年４月１日から施行する。
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様式第１号(第３条関係)

(平２３告示１６６・全改)

様式第２号(第４条関係)

様式第３号(第５条関係)

(平２３告示１６６・一部改正)

様式第４号(第５条関係)

様式第５号(第８条関係)

(平１９告示７６・旧様式第７号繰上、平２３告示１６６・一部改正)

様式第６号(第９条関係)

(平１９告示７６・旧様式第８号繰上)


